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上記の事項の内容は、法令および当社定款第１５条第２項の規定

に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書

面には記載しておりません。

なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわ

らず、株主の皆様に電子提供措置事項から上記事項を除いたもの

を記載した書面を一律でお送りいたします。

第3 9回定時株主総会招集に際しての

電子提供措置事項（交付書面省略事項）

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

株式会社レダックス



業務の適正を確保するための体制
(1) 執行役の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、コンプライアンスを経営の基盤として、健全で継続的な成長を目指

し、社会および株主各位と良好な信頼関係を構築するとともに、お客様の信

頼に応えるために、取締役会とその内部機関である報酬委員会・指名委員

会・監査委員会並びに執行役が順法性・適正性を重視した経営体制を構築し

ます。また、ディスクロージャーについても、迅速かつ充実した開示に努め

ます。

② 執行役の職務執行における法令・定款等の遵守状況を検証する適法性監査

は、監査委員会規程および監査計画に基づき監査委員会が実施します。

③ 取締役会は、執行役の業務執行が法令・定款、社内規程等を適正に遵守して

いるかを監督しています。

(2) 執行役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　執行役の職務執行に係る情報については、法令および文書管理規程に基づき作

成・保存します。この情報は、文書管理規程の定めにより取締役、監査委員会、

会計監査人等が閲覧・謄写可能な状態で保存し、その管理は経営管理部が行いま

す。

(3) リスク管理に関する規程と体制

① 当社の経営に重大な影響を与えるリスクが発生した場合に備え、事前に必要

な対応方法を社内規程に定め、発生したリスクによる損失を最小限にとどめ

るために必要な対応を行います。また、リスク管理を統括する組織としてリ

スク管理委員会を設置しています。

② 当社は、法令遵守・企業倫理等を担当する部署として法務・コンプライアン

スチームを設置し、当社および子会社における当該事項の管理・監督・指導

を行います。なお、法令および社内規程に違反する事実が発生した場合、コ

ンプライアンス基本規程により設置されたコンプライアンス委員会が調査

し、その内容を取締役会および監査委員会に報告する体制を整えています。
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(4) 執行役の職務執行の効率性を確保するための体制

① 取締役会は、毎月開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役

会を開催し、経営戦略・営業戦略等の経営上の重要事項に関して迅速かつ合

理的に意思決定を行い、業務執行状況を監督することによって、執行役によ

る業務執行が効率的に行われることを確保しています。

② 取締役会は、業務執行について、その権限を執行役に適切な範囲で委任し、

執行役が当該業務執行の責任を有しています。また、取締役会とは別に執行

役会を開催し、適時、適切なテーマについて時間をかけて議論を行います。

③ 事業運営については、経営環境の変化を踏まえて中期経営計画を策定し、そ

の実行計画として年度予算、各部署の行動目標を策定し、実行しています。

(5) 財務報告の適正性を確保するための体制

　当社および当社グループ各社は、金融商品取引法の定めに従い「財務報告に係

る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」を定め、全社レベル並びに業務

プロセスレベルの統制活動を強化し、適正かつ有効な評価ができるよう内部統制

システムの構築および適切な運用に努め、財務報告の適正性を確保いたします。

なお、その体制の構築にあたっては、外部の専門家のアドバイスを得て、内部監

査部を中心に全社体制で取り組んでいます。

(6) 使用人の職務執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

① 当社は、使用人に倫理並びに法令および定款等諸規則の遵守を徹底するた

め、コンプライアンス基本規程を制定・施行するとともに、使用人が倫理ま

たは法令等の違反行為を発見した場合の報告制度として内部通報制度を整備

しております。これにより、倫理または法令等に違反する行為の早期発見･

是正を図っています。

② コンプライアンス基本規程の目的を達成するため、法務・コンプライアンス

チームに必要な人員配置を行います。また、コンプライアンス・マニュアル

を制定し、使用人に対する適切な研修体制を通じてコンプライアンス意識の

維持・向上を図ります。

(7) 当社およびその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

① 社内規程に従い、子会社管理は経営企画部が行うものとし、その統括の下、

各部門がそれぞれ担当する業務の中で子会社の管理を行います。

② 子会社の取締役または監査役を当社から派遣し、取締役は子会社の職務執行

を監視・監督します。また、監査役は子会社の業務執行状況を監査します。
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③ 当社は、子会社の取締役等の職務執行の報告に関する体制として、定期的お

よび必要に応じ、次の横断的会議体を通じて、当社グループにおける情報の

共有・意見交換等に努めます。

・執行役会

・グループ経営会議

・グループ共通業務部門会議

・その他グループ横断的会議

(8) 監査委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

① 監査委員会の職務を補助する使用人を配置し、その使用人は監査委員会の指

示に基づき、職務を行うこととします。

② 監査委員会の職務を補助する使用人の人事考課、懲戒処分等に関する事項

は、事前に監査委員会の同意を得るものとします。

(9) 監査委員会の職務を補助すべき取締役および使用人の執行役からの独立性に関

する事項

　監査委員会の職務を補助するために事務局を置き、その独立性を確保するため

に、事務局に属する使用人の人事に関して、監査委員会は執行役と意見交換を行

います。

(10) 執行役および使用人が監査委員会に報告するための体制

　執行役および使用人は、監査委員会からの求めに応じ、業務執行状況を報告し

ます。また、執行役は、会社に対し著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見

したときは、直ちに監査委員会に報告します。

(11) その他監査委員会の実効性を確保するための体制

① 監査委員会は、毎月１回開催するものとし、代表執行役と監査上の重要事項

について意見交換を行います。

② 監査委員会は、内部監査部と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部

監査部に調査を求めます。

③ 監査委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見交換および情報交換

を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求めます。
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(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況等

　当社は、反社会的勢力への対抗策として、「反社会的勢力対策規程」において

「基本方針」を定め、秩序や企業の健全な活動に脅威を与える「反社会的勢力と

の関係を一切持たず、いかなる場合においても、反社会的勢力に対し、金銭その

他の経済的利益を供与しない」ことを明示しており、断固たる態度で反社会的勢

力との関係を遮断・排除することとしています。

　反社会的勢力への対応につきましては、経営管理部長が不当要求防止責任者と

してその責務を負い、実質的な運用および対応は経営管理部が対応統括部署とな

り、社内関係部門および管轄警察署等との協力体制を整備し、有事に備えていま

す。

　また、取締役、執行役および使用人は、反社会的勢力に対して常に注意を払う

とともに、何らかの関係を有してしまったときは、経営管理部を中心に、顧問弁

護士、管轄警察署等と連携し対応する体制を確立します。なお、全国の営業拠点

においても、同様に対応することを徹底しています。

(13) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、取締役会において

決議された「財務報告に係る内部統制の整備・運用及び評価の基本方針書」に基

づき、当社および子会社の内部統制システムを整備・運用しています。

　また、経営および業務遂行の健全かつ適切な運営の強化のため、リスク管理委

員会およびコンプライアンス委員会を定期的に開催し、業務におけるリスクおよ

びコンプライアンス違反行為等の早期発見に努めており、必要に応じて、取締役

会および監査委員会へ報告しています。

　併せて、匿名性が担保された内部通報窓口を設置し、リスクおよびコンプライ

アンス違反行為等の情報収集体制を整備しています。
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（ 自　2025年４月１日
至　2026年３月31日 ）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 2,820,732 851,334 2,000,152 △1,076,602 4,595,616

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

113,910 113,910

自 己 株 式 の 取 得 △94 △94

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － 113,910 △94 113,816

当 期 末 残 高 2,820,732 851,334 2,114,063 △1,076,696 4,709,433

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純 資 産 合 計
為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 12,915 12,915 249,501 4,858,033

当 期 変 動 額

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

113,910

自 己 株 式 の 取 得 △94

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,433 2,433 14,792 17,225

当 期 変 動 額 合 計 2,433 2,433 14,792 131,041

当 期 末 残 高 15,348 15,348 264,293 4,989,075

連結株主資本等変動計算書
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連結注記表

Ⅰ.継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

Ⅱ.連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

１.連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の状況

連結子会社の数　　４社

連結子会社の名称　株式会社カーチス、株式会社タカトク、株式会社アガスタ、新興自動車

株式会社

当連結会計年度において、連結子会社であった株式会社カーチスロジテックは、同社が実

施した第三者割当増資により、当社の持分比率が50.0％に減少したため、連結の範囲から除

外し、持分法適用の範囲に含めております。

(2）非連結子会社の状況

非連結子会社の名称等

非連結子会社　株式会社Freedom Japan

（連結の範囲から除いた理由）

株式会社Freedom Japanは、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等のそれぞれの合計額は、いずれも連結計算書類に

重要な影響を及ぼしていないためであります。

２.持分法の適用に関する事項

(1）持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

持分法適用の関連会社の数　　２社

持分法適用の関連会社の名称　青島新馳汽車有限公司、株式会社カーチスロジテック

当連結会計年度において、連結子会社であった株式会社カーチスロジテックは、同社が実

施した第三者割当増資により、当社の持分比率が50.0％に減少したため、連結の範囲から除

外し、持分法適用の範囲に含めております。

(2）持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

非連結子会社の名称等

非連結子会社　株式会社Freedom Japan

（持分法を適用しない理由）

株式会社Freedom Japanは、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

３.連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。
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４.会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　棚卸資産

通常の販売目的で保有する棚卸資産

　個別法による原価法（連結貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）によっております。

②　有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

(2）重要な減価償却資産の減価償却方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月

１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　２年～50年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。

③　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。
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(4）重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行

義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の

とおりであります。

①　自動車流通事業

商品の販売、保証サービスの提供をしております。

商品の販売については、商品の引き渡しにより顧客に支配が移転した時点で履行義務が充

足されることから、当該時点で収益を認識しております。

保証サービスについては、一定の期間を設け、当該期間内において車両の修理等のサービ

スを提供するものであり、当該期間の経過により履行義務が充足されることから、一定の期

間にわたり収益を認識しております。

②　リースバック関連事業

商品の販売、車両賃貸等の提供をしております。

商品の販売については、商品の引き渡し等により顧客に支配が移転した時点で履行義務が

充足されることから、当該時点で収益を認識しておりますが、当社グループが代理人として

取引に関与している場合には、純額で収益を認識しております。

車両賃貸等については、一定の期間を設け、当該期間内において車両の賃貸等を提供する

ものであり、当該期間の経過により履行義務が充足されることから、一定の期間にわたり収

益を認識しておりますが、当社グループが代理人として取引に関与している場合には、純額

で収益を認識しております。

なお、これら①及び②に関する取引の対価については、履行義務の充足から概ね１年以内

に受領しており、重要な金融要素は含まれておりません。

(5）外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

(6）その他連結計算書類の作成のための重要な事項

グループ通算制度を適用しております。
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科 目 名 金額（千円）

商品 1,841,829

科 目 名 金額（千円）

有形固定資産 595,515

無形固定資産 138,804

減損損失 3,826

Ⅲ.会計上の見積りに関する注記

（棚卸資産の評価）

(1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、商品を、個別法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）により評価しております。商品の評価に当たっては、前

四半期の赤字販売の実績を仕入から販売までの日数別に集計して下落率である評価係数を算

定し、評価しております。

見積りに関しては、過去の実績や評価時点で入手可能な情報等を基に、合理的と考えられ

る様々な要因を考慮した上で、一定の仮定を置いて判断しております。

上記の仮定は経営者の最善の見積りと判断により決定しておりますが、市場環境が予測よ

り悪化すること等により、正味売却価額の下落が生じた場合は、翌連結会計年度の連結計算

書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

（固定資産の減損）

(1）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、内部管理上の事業所等を単位として資産のグルーピングを行っており、

事業所等の損益の悪化、主要な資産の市場価格の著しい下落等により減損の兆候の有無を把

握し、兆候が識別された資産に関して、減損損失の認識の判定を行っております。なお、賃

貸不動産に関する資産及び遊休資産については個別にグルーピングを行い、提出会社の本社

管理部門に係る資産等は共用資産としており、より大きなグルーピングで評価しておりま

す。

減損の兆候がある場合、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの

総額が帳簿価額を下回る場合には、使用価値又は正味売却価額のいずれか高い方の金額まで

帳簿価額を減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしております。

使用価値の算定に用いる将来キャッシュ・フローの基礎となる将来計画は、経済環境の変

化による不確実性を伴うとともに、経営者の主観的な判断も介在するため、仮定の見直しが

必要となった場合、翌連結会計年度の連結計算書類に重要な影響を与える可能性がありま

す。

Ⅳ.追加情報に関する注記

（ロシア・ウクライナ及び中東情勢の影響に関する会計上の見積り）

ロシア・ウクライナ及び中東情勢による円安や原油高などの状況は、当社グループの企業経営

に影響を与えております。

ロシア・ウクライナ及び中東情勢が当社グループの業績に与える影響については、翌連結会計

年度（2027年３月期）の一定期間にわたり当該影響が継続するという一定の仮定に基づいて会計

上の見積りを行っております。
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有形固定資産の減価償却累計額 1,223,409千円

土地（注）

（注）関連会社の借入金128,877千円を担保するため、供しております。

150,888千円

当連結会計年度期首
株 式 数 （ 株 ）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株 式 数 （ 株 ）

発行済株式数

普通株式 24,106,009 － － 24,106,009

合計 24,106,009 － － 24,106,009

自己株式

普通株式 3,376,583 630 － 3,377,213

合計 3,376,583 630 － 3,377,213

決 議 予 定 株式の種類
配 当 の

原 資

配当金の

総 額

（千円）

１株当たり

配 当 額

（円）

基 準 日 効 力 発 生 日

2026年６月24日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 20,728 １ 2026年３月31日 2026年６月25日

Ⅴ.連結貸借対照表に関する注記

１. 資産から直接控除した減価償却累計額

　２.担保に供している資産

Ⅵ.連結損益計算書に関する注記

棚卸資産評価損

商品に係る棚卸資産評価損5,653千円は、売上原価に含めております。

Ⅶ.連結株主資本等変動計算書に関する注記

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の数の増加630株は、単元未満株式の取得によるものであります。

２.当連結会計年度の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな

る株式の種類及び数

該当事項はありません。

３.配当に関する事項

(1）配当金支払額

該当事項はありません。

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
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Ⅷ.金融商品に関する注記

１.金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、運営に必要な資金を通常の営業キャッシュ・フローから調達すること

を基本としております。一時的な余資は主に短期的な預金等で運用し、設備投資等で一時

的に多額の資金が必要な場合は、その時点での経営環境によって市場あるいは銀行借入に

より調達を行うこともあります。投機的な取引は行わない方針であります。

(2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場

価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金、短期借入金及び未払金は、ほとんどが３ヶ月以内の支払期日で

あります。

長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、設備投資資金の調達を

目的としたものであります。

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①　信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門における営業管

理部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手先ごとに期日及び残高

を管理するとともに、財務状態等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っておりま

す。当連結会計年度の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金

融資産の連結貸借対照表計上額により表されております。

②　市場リスク（為替・金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、投資有価証券については、定期的に発行体（取引先企業）の財務状況

等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

③　資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各部署からの報告に基づき、財務経理部が適時に資金繰計画を作成・

更新するとともに、手許流動性を連結売上高の１ヶ月分相当に維持することを念頭に、流

動性リスクを管理しております。

(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を

採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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（単位：千円）

連結貸借対照表計上額 時価 差額

差入敷金保証金 348,821 338,856 △9,965

資産計 348,821 338,856 △9,965

長期借入金 712 666 △45

リース債務（※3） 40,324 37,072 △3,252

預り保証金 9,474 9,474 －

負債計 50,511 47,213 △3,297

区分 当連結会計年度

非上場株式 101,025

（単位：千円）

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

差入敷金保証金 47,712 246,188 54,920 －

（単位：千円）

１年以内
１年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内

５年超

長期借入金 － 712 － － － －

リース債務 20,744 8,099 4,988 3,246 3,246 －

２.金融商品の時価等に関する事項

　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のと

おりであります。

（※1）「現金及び預金」「売掛金」「買掛金」「短期借入金」「未払金」「未払法人税等」につい

ては短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しておりま

す。

（※2）市場価格のない株式等は上表に含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額

は以下のとおりであります。

（単位：千円）

（※3）リース債務は、リース債務（流動負債）とリース債務（固定負債）の合計額であります。

(注1）金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(注2）長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
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区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

差入敷金保証金 － 338,856 － 338,856

資産計 － 338,856 － 338,856

長期借入金 － 666 － 666

リース債務 － 37,072 － 37,072

預り保証金 － 9,474 － 9,474

負債計 － 47,213 － 47,213

３.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の

３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成

される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により

算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以

外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプ

ットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を

分類しております。

(1）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

該当事項はありません。

(2）時価で連結貸借対照表に計上していない金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

差入敷金保証金

差入敷金保証金の時価は、回収見込額を安全性の高い利率で割り引いた現在価値により算定

しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金及びリース債務

これらの時価は、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

預り保証金

預り保証金の時価は、返還見込額を安全性の高い利率で割り引いた現在価値により算定して

おり、レベル２の時価に分類しております。
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報告セグメント

計
自動車流通事業

リースバック

関連事業

車両販売

顧客向 7,901,383 － 7,901,383

業者向 2,459,847 52,103 2,511,950

オークション 6,382,046 － 6,382,046

その他（付帯サービス等） 2,972,400 41,386 3,013,787

顧客との契約から生じる収益 19,715,677 93,490 19,809,167

その他の収益（注） － 37,717 37,717

外部顧客への売上高 19,715,677 131,208 19,846,885

報告セグメント

計

自動車流通事業
リースバック

関連事業

国　内 15,814,485 93,490 15,907,975

海　外 3,901,191 － 3,901,191

顧客との契約から生じる収益 19,715,677 93,490 19,809,167

その他の収益（注） － 37,717 37,717

外部顧客への売上高 19,715,677 131,208 19,846,885

Ⅸ.収益認識に関する注記

１.顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社グループの販売先等による収益を分解した情報は、次のとおりであります。

(1）財又はサービスの種類別の内訳

（単位：千円）

（注）その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入です。

(2）地域別の内訳

（単位：千円）

（注）その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」に基づく賃貸収入です。

２.顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結注記表「Ⅱ.連結計算

書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記　４．会計方針に関する事項　(4）重要

な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
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（単位：千円）

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 1,157,287

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 1,233,352

契約負債（期首残高） 268,932

契約負債（期末残高） 371,737

１株当たり純資産額 227円93銭

１株当たり当期純利益 ５円50銭

期首残高 153,697千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 49,208千円

時の経過による調整額 1,401千円

期末残高 204,307千円

３.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに

当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれ

る収益の金額及び時期に関する情報

(1）契約資産及び契約負債の残高等

（注）契約負債は主に商品の販売及び保証サービスについて、顧客から受け取った前受金に関連す

るものであります。契約負債は収益の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度期首時点

で保有していた契約負債に関しては概ね当連結会計年度の収益として認識しております。

(2）残存履行義務に配分した取引価格

当社グループは、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な取引がないため、残存

履行義務に配分した取引価格の注記を省略しております。

また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はあり

ません。

Ⅹ.１株当たり情報に関する注記

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

Ⅺ.重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

Ⅻ.その他の注記

１.資産除去債務に関する注記

(1）資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

①　当該資産除去債務の概要

本社及び店舗の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

②　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を５年～38年と見積り、0.00％～2.51％の割引率を使用して資産除去債務

の金額を計算しております。

③　当連結会計年度における当該資産除去債務の増減額

(2）資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上していないもの

該当事項はありません。
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２.企業結合に関する注記

(事業分離）

当社の連結子会社である株式会社カーチスロジテック（以下、「カーチスロジテック」とい

う。）は、2026年１月30日開催の臨時株主総会及び取締役会において、ラインロジスティクス株

式会社（以下、「ラインロジスティクス」という。）を割当先とする第三者割当による新株式発

行を決議し、同日付で株式引受契約を締結し、株式割当を行いました。これによりカーチスロジ

テックは持分法適用関連会社となり、連結の範囲から除外いたしました。

(1）事業分離の概要

①　分離先企業の名称

ラインロジスティクス株式会社

②　分離した事業の内容

リースバック関連事業

③　事業分離を行った主な理由

当社グループは、我が国の経済基盤である物流事業を支援すべく、2022年３月期より商

用車のリースバック関連事業を展開してまいりました。運送会社が保有する車両のオフバ

ランス化による即時資金化やキャッシュ・フロー改善を通じて、業界の経営安定化に貢献

することを目的とし、2023年10月にはその方針をさらに加速させるため、カーチスロジテ

ックを設立いたしました。

現在、当社グループは中長期的な企業価値の最大化を目指し、経営資源の最適配分及び

事業ポートフォリオの再構築による「事業の選択と集中」を最優先課題として取り組んで

おります。

カーチスロジテックの更なる発展を検討した結果、当社主導の経営体制から、全国で広

範な物流ネットワークと実務ノウハウを有するラインロジスティクスへ事業運営を託すこ

とが、物流現場のニーズに即した効果的な事業展開を可能にし、カーチスロジテックの企

業価値を最大化できるとの結論に至り、カーチスロジテックにおける第三者割当による新

株式発行により、ラインロジスティクスがカーチスロジテックの50％の株式を取得した上

で、当社はラインロジスティクスと業務提携を行うことといたしました。

本提携により、当社は強みである「金融・投資事業」の知見を活かした専門的な支援に

特化する体制へ移行いたします。

これにより、次世代の柱として拡大を図る金融関連事業へ経営リソースを重点的に投

下・集中させ、グループ全体の収益基盤の強化と持続的な成長を実現してまいります。

④　事業分離日

2026年１月30日（みなし売却日　2025年12月31日）

⑤　法的形式を含むその他取引の概要に関する事項

ラインロジスティクスを割当先とする第三者割当による新株の発行
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流動資産 393,036千円

固定資産 10,800千円

資産合計 403,836千円

流動負債 379,797千円

負債合計 379,797千円

(2）実施した会計処理の概要

①　移転損益の金額

持分変動利益　　　　37,980千円

②　移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳

③　会計処理

カーチスロジテックが、第三者割当増資による新株発行を行った結果、持分変動利益

37,980千円を特別利益へ計上しております。

(3）分離した事業が含まれていた報告セグメントの名称

リースバック関連事業

(4）当連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

売上高　　124,181千円

営業損失　　4,982千円
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（ 自　2025年４月１日
至　2026年３月31日 ）

（単位：千円）

株　　　主　　　資　　　本

資　本　金

資本剰余金

利益剰余金

その他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計
資本準備金

資本剰余金
合　　　計

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,820,732 851,334 851,334 1,486,013 1,486,013

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 165,074 165,074

自 己 株 式 の 取 得

当 期 変 動 額 合 計 － － － 165,074 165,074

当 期 末 残 高 2,820,732 851,334 851,334 1,651,088 1,651,088

株　　　主　　　資　　　本

純資産合計
自己株式

株主資本
合　　計

当 期 首 残 高 △1,076,602 4,081,478 4,081,478

当 期 変 動 額

当 期 純 利 益 165,074 165,074

自 己 株 式 の 取 得 △94 △94 △94

当 期 変 動 額 合 計 △94 164,980 164,980

当 期 末 残 高 △1,076,696 4,246,458 4,246,458

株主資本等変動計算書
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個別注記表

Ⅰ.継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

Ⅱ.重要な会計方針に係る事項に関する注記

１.資産の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(2）その他有価証券

市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

２.固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備

を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額

法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　３年～50年

工具、器具及び備品　　４年～８年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３.収益及び費用の計上基準

　当社の収益は、子会社及び関連会社等からの経営指導料、業務委託料、不動産賃貸料等を主と

しております。

　経営指導料及び業務委託料については、委託業務契約等に従って継続的に業務を提供した対価

であります。実施する業務の完了をもって履行義務は充足されますが、連続した業務の提供であ

るため、月次ごとに期間を区切り実施した業務に対する収益を認識しております。

　不動産賃貸料については、賃貸契約期間に基づく契約上の収受すべき賃貸料を基準として、そ

の経過期間に対応する収益を認識しております。

４.その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

グループ通算制度を適用しております。
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科 目 名 金額（千円）

関係会社株式 2,164,018

科 目 名 金額（千円）

有形固定資産 289,460

無形固定資産 117,124

減損損失 －

Ⅲ.会計上の見積りに関する注記

（関係会社株式の評価）

(1)　当事業年度の計算書類に計上した金額

(2)　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、一般に公正妥当と認められる会計基準に準拠して作成した各関係会社の計算書類

を基礎とした１株当たりの純資産額、若しくは１株当たりの純資産額に取得時において認識

した超過収益力を反映させたものを実質価額として、当該実質価額と取得原価とを比較し、

減損処理の要否を判定しております。

減損処理の要否及び実施する場合の金額は、純資産の回復可能性、超過収益力の毀損の有

無及び毀損している場合の当該毀損金額に依存しており、関係会社株式の評価における重要

な仮定は、主に関係会社の将来計画における収益性の見込みとなります。

これらの仮定は、将来の不確実な経済条件の変動等の結果によって影響を受ける可能性が

あり、見直しが必要となった場合、翌事業年度の計算書類に重要な影響を与える可能性があ

ります。

（固定資産の減損）

(1)　当事業年度の計算書類に計上した金額

(2)　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「Ⅲ.会計上の見積りに関する注記（固定資産の減損）(2）識別した項目に係る

重要な会計上の見積りの内容に関する情報」の内容と同一であります。

Ⅳ.追加情報に関する注記

（ロシア・ウクライナ及び中東情勢の影響に関する会計上の見積り）

連結注記表「Ⅳ.追加情報に関する注記（ロシア・ウクライナ及び中東情勢の影響に関する会計

上の見積り）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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１.有形固定資産の減価償却累計額 383,283千円

短期金銭債権 1,598,065千円

長期金銭債権 36,000千円

短期金銭債務 77,053千円

長期金銭債務 45,300千円

売上高 425,240千円

営業取引以外の取引高

受取利息 9,335千円

当 事 業 年 度 期 首
株　式　数（株）

当 事 業 年 度 増 加
株　式　数（株）

当 事 業 年 度 減 少
株　式　数（株）

当 事 業 年 度 末
株　式　数（株）

普通株式 3,376,583 630 － 3,377,213

合計 3,376,583 630 － 3,377,213

種類
会社等の

名称

議決権等の

所有（被所有）

割合（％）

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

親会社

株式会社

レダグルー

プホールデ

ィングス

被所有

直接 54.5

間接　4.2

役員の兼任

固定資産

（土地）の

売却(注)

700,000 － －

固定資産

売却益
239,503 － －

土地の賃借 387
差入敷金

保証金
36,000

Ⅴ.貸借対照表に関する注記

２.関係会社に対する金銭債権債務

Ⅵ.損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

Ⅶ.株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

(注）普通株式の自己株式の数の増加630株は、単元未満株式の取得によるものであります。

Ⅷ.税効果会計に関する注記

　繰延税金資産の主な発生原因は、税務上の繰越欠損金でありますが、回収可能性を考慮して全

額評価性引当額を計上しております。

　繰延税金負債の主な発生原因は、資産除去債務であります。

Ⅸ.関連当事者との取引に関する注記

１．親会社及び法人主要株主等

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）不動産鑑定士より取得した不動産価格調査報告書の評価額を参考に譲渡価額を決定し、取

締役会の承認を受けております。
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種類
会社等の

名称

議決権等の

所有（被所有）

割合（％）

関連当事者

との関係

取引の

内容

取引金額

（千円）
科目

期末残高

（千円）

子会社
株式会社

カーチス

所有

直接 100.0
役員の兼任

経営指導料

の受取

(注１)

279,395 売掛金 78,201

資金の貸付

(注２)
－ 貸付金 300,000

利息の受取

(注２)
1,882 － －

家賃の受取

(注３)
90,064

前受金 8,250

預り保証金 45,000

出向者給与

の立替

(注４)

－
未収入金 352,432

立替金 115,564

子会社
株式会社

アガスタ

所有

直接 66.7
役員の兼任

経営指導料

の受取

(注１)

45,761 売掛金 10,882

資金の貸付

(注２)
－ 貸付金 400,000

利息の受取

(注２)
3,135 － －

関連会社

株式会社

カーチス

ロジテック

所有

直接 50.0
役員の兼任

経営指導料

の受取

（注１）

1,511 － －

資金の貸付

(注２)
90,000 貸付金 320,000

資金の回収

(注２)
30,000 － －

利息の受取

(注２)
4,317 － －

２．子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）経営指導料については、双方協議の上で行う委託の内容に基づいて役務の提供に見合う

金額に決定しております。

（注２）貸付金利息については、双方協議の上で利率を決定しております。

（注３）家賃については、近隣の相場等を勘案し、双方協議の上で金額を決定しております。

（注４）出向者給与の立替は、出向者に係る人件費相当額を立替えております。
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１株当たり純資産額 204円86銭

１株当たり当期純利益 ７円96銭

Ⅹ.収益認識に関する注記

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「Ⅱ．重要な会計方針に係

る事項に関する注記 ３．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省

略しております。

Ⅺ.１株当たり情報に関する注記

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

Ⅻ.重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。
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